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第１章  総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、東北文化学園大学同窓会と称する。 

 

（本部） 

第１条の２ 本会は、本部を東北文化学園大学（以下「大学」という。）内に置き、必要に

応じ支部同窓会等を置くことができる。 

２ 本部の位置は、宮城県仙台市青葉区国見六丁目４５番１号とする。 

 

（目的） 

第２条 本会は、会員相互の親睦を図り母校と会員との関係を密にするとともに、母校の

発展に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 機関紙の発刊、ホームページ等の管理運営 

(2) 会員名簿の整備及び管理 

(3) 講演会、懇談会等の開催 

(4) 「進路・就職支援」及び「正課外活動支援」等、在学生に対する支援 

(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章  会員 

 

（会員） 

第４条 本会は、次の会員をもって組織する。 
(1) 正会員       大学、東北文化学園大学大学院（以下「大学院」という。）及び東北

科学技術短期大学（以下「短大」という。）を卒業した者又は修了し
た者。その他、大学、大学院若しくは短大に在籍した者で理事会が推
薦し代表者会が承認した者 

(2) 学生会員      大学又は大学院の在学生 
(3) 特別会員      大学、大学院又は短大の教職員及び教職員であった者 
(4) 特別名誉会員  学校法人東北文化学園大学理事長 



(5) 名誉会員      理事会が推薦し代表者会が承認した者 

 

 

第３章  役員 

 

（役員） 
第３章  役員及び幹事 
 
（役員及び幹事） 
第５条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 顧問      若干人 
(2) 会長      １人 
(3) 副会長    ２人 
(4) 理事      １０人以上２０人以内 
(5) 監事      ２人 

２ 役員の任期は選任された総会の終結時点から、次の定例総会の終結時点までとする。
ただし、再任を妨げない。 

３ 会長以外の役員に欠員が生じたとき、又は、第１項第４号に規定する範囲で理事の増
員を行うときは、理事会にて選任することができる。本項により選任された役員の任期
は、次の定例総会の終結時点までとする。 

４ 本会に幹事を置き、卒業年度毎に各学科専攻若干人とする。任期は、選任された理事
会の終結時点から３年後の会計年度の第１回定例理事会の終結時点までとする。ただし、
第６条第４項に規定する範囲において再任を妨げない。 

５ 役員及び幹事は、無報酬とする。 
 
（役員及び幹事の選任） 
第６条 顧問は、学長及び会長経験者又は理事会推薦者をもって充て、会長が任命する。 
２ 会長、副会長及び理事は、正会員の中からそれぞれ総会において選任する。 
３ 監事は、正会員又は特別会員の中から、総会において選任する。 
４ 幹事は、新たに正会員となる卒業生の中から大学の推薦を受けた者を理事会において

選任する。新幹事の総数の３分の１を超えない範囲で大学の推薦を受けた者以外の者を
加えて選任することができる。 

５ 会長は、理事会で選任した役員及び幹事を総会に報告しなければならない。 

 
（役員及び幹事の任務） 
第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 顧問は、必要に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。 
(2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 
(4) 理事は、本会の事業運営に当たる。 
(5) 監事は、会計及び会務を監査する。 

２ 幹事は、会員を代表し、会員相互の連絡調整に当たる。また、代表者会に出席し、本会
の業務執行等について役員に報告を求め、意見を述べることができる。 

第４章  会議 

 

（理事会及び代表者会） 

第８条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、原則５月及び２月に定
例に開催し、次の事項を審議する。 
(1) 第４条第１号及び第５号に定める会員の推薦 
(2) 第５条第３項により補充する理事及び幹事の選任 
(3) 次期役員候補者の総会への推薦に関する事項 
(4) 収支予算及び決算並びに事業報告に関する事項 
(5) 本会則の改廃に関する事項 
(6) 総会の開催に関する事項 
(7) 本会の事業に関する事項 
(8) その他会長が必要と認めた重要事項 



２ 代表者会は、役員及び幹事をもって構成し、年１回開催し、次の事項を議決する。定
例総会が開催される年度は総会をもって充てる。 

(1) 第４条第１号及び第５号に定める会員の承認 

(2) 収支予算及び決算並びに事業報告の承認 

(3) 支部同窓会設置に関する事項及び承認 

(4) 本会則の改廃に関する事項 

(5) 本会の運営に必要な諸規則の制定、改廃に関する事項 

(6) その他理事会が必要と認めた重要事項 

３ 会長が必要と認めた場合は、臨時に理事会を開催することができる。 

４ 理事会が必要と認めた場合は、臨時に代表者会を開催することができる。 

５ 理事会及び代表者会は、会長が招集し、その議長となる。 

６ 理事会及び代表者会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、本会則を改

正する場合には、出席者の３分の２以上の同意を必要とする。 

 

（総会） 
第８条の２ 総会は、３年に１回定例に開催し、次の事項を議決する。 

(1) 役員の選任に関する事項 

(2) 会則の改廃に関する事項 

(3) 本会の事業に関する重要事項 

(4) その他本会の運営に関する重要事項 

２ 理事会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。 

３ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 

 

（委員会） 

第８条の３ 会長の諮問事項及び理事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行す

る機関として委員会を設置することができる。 

２ 委員会の構成員は、会長が理事会の同意を得て指名する。 

 

第５章  会計 

 

（会計） 

第９条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

２ 会費は、次のとおりとする。 

(1) 会費は、入学時に１５，０００円を納入するものとする(学部を卒業し既に会費を納

入して大学院に入学した者は除く)。一旦納入した会費は一切返還しない。 

(2) 特別会員及び名誉会員からは、会費を徴収しない。 

３ 本会の会計に関するその他の事項については、別に定める。 

 

（会計年度） 

第１０条 本会の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（会計報告） 

第１０条の２ 次の事項は、定例の総会において報告しなければならない。 

(1) 収支予算 

(2) 収支決算 

(3) 事業報告 



 

第６章  雑則 

 

（事務局） 

第１１条 本会の本部事務を所管するために、事務局を置く。 
２ 事務局に、事務局長１人、事務長及び事務局職員若干人を置く。 
３ 事務局長は、会長が正会員又は特別会員の中から理事会の同意を得て委嘱する。事務

長は、事務局長が推薦し、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 

４ 事務局に関し必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。 

 

（会則の改廃） 

第１２条 この会則の改廃は、総会の決議によらなければならない。 

２ この会則を改廃したときは、学校法人東北文化学園大学理事長に届出ることとする。 

 

附 則 

１ この会則は、平成１５年３月２０日から施行する。 

ただし、平成１５年度以前の入学者にかかる入会金は、終身会費と併せて納入するも

のとする。 

２ 短大出身者である正会員にかかる終身会費については、第９条第２項の規程にかかわ

らず、併合前の短大同窓会の資金をもって一括充当する。 

 

附 則 

この会則は、平成２２年１０月２４日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、平成２５年１０月２０日から施行する。 

 

第９条の会費については入学時のみ納入するものとする。 

ただし、平成２５年度以前の入学者にかかる会費は、入学時に入会金５，０００円、卒業

時に終身会費１０，０００円を納入するものとする。 

 

附 則 

この会則は、令和２年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、２０２２（令和４）年１１月１２日から施行し、２０２３（令和５）年４月 

１日から適用する。 
 
附 則 
１ この会則は２０２５年１１月２２日から施行する。 
２ この会則の改正以前に選任された顧問、会長、副会長及び監事の任期は、改正後の規

定にかかわらず２０２５年度の定例総会の終結時点までとする。 

３ この会則の改正以前に選任された幹事は、改正後の規定により選任されたものとみな

す。 

 

 


